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●本書は、金融商品取引法（昭和23年法
律第25号）第13条の規定に基づく目
論見書です。

●本書には投資信託約款の主な内容が
含まれておりますが、投資信託約款の
全文は投資信託説明書（請求目論見
書）に掲載されております。

●ファンドに関する投資信託説明書（請
求目論見書）を含む詳細な情報は、委
託会社のホームページで閲覧、ダウン
ロードができます。

照会先 ホームページ：http://www.sumishinam.co.jp/
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■委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）

住信アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第347号
設立年月日：1986年11月1日
資本金：3億円
運用する投資信託財産の合計純資産総額：1兆4,061億円
（資本金、運用純資産総額は2010年11月30日現在）

■受託会社（ファンドの財産の保管及び管理を行う者）

住友信託銀行株式会社

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
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商品分類および属性区分

商品分類 属性区分
単位型・
追加型

投資対象
地域

投資対象資産
（収益の源泉） 補足分類 投資対象

資産
決算
頻度

投資対象
地域 投資形態 為替

ヘッジ 対象インデックス

追加型
投信 海外 債券 インデックス型 その他資産（（注）) 年2回 エマージング ファミリー

ファンド なし

その他
（JPモルガン・ガバメント・ボンド・
インデックス－エマージング・
マーケッツ・グローバル・

ディバーシファイド（円換算ベース））

（注）投資信託証券（債券 一般）
※商品分類および属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームページ（ｈｔｔｐ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。

この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「STAM 新興国債券インデックス・オープン」の募集については、
委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成23年１月28日に関東財務局長に提出
しており、平成23年１月29日にその届出の効力が生じております。

ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づいて組成された金融商品であり、
同法では商品内容の重大な変更に関して、事前に投資者の意向を確認する手続き等が規定されております。

ファンドの信託財産は、信託法（平成18年法律第108号）によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付
けられています。

投資信託説明書（請求目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたし
ます。その際、投資者は自ら交付請求したことを記録しておいてください。
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STAM インデックスシリーズ

STAM 新興国債券インデックス・オープン

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。

ファンドの特色 

特色1特色1特色1 新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、ファミリーファンド
方式で運用を行います。

ファンドのしくみ
〈ベビーファンド〉 〈マザーファンド〉 〈主要投資対象〉

申込み・
解約等

損益・
分配金・
償還金

投資

損益

投資

損益

投資者
（受益者）

STAM 
新興国債券

インデックス・
オープン

住信 
新興国債券
インデックス

 マザーファンド
新興国債券等

※マザーファンドの運用にあたっては、企業年金の運用等で国内外から定評のある住友信託銀行からモデルポートフォリオの提示等の投資
助言を受けます。

? ファミリーファンド方式とは

ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金を、ベビーファンドごとにまとめ、その資金の全部
または一部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行うしくみです。

〈マザーファンドの概要〉
マザーファンド 主な投資対象・投資地域 運用の基本方針

住信 新興国債券 
インデックス マザーファンド 新興国の債券

この投資信託は、新興国の現地通貨建て債券等に
投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
ファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標
として運用を行います。
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ファンドの目的・特色

ファンドの特色 

特色2特色2特色2
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・
マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
する投資成果を目指します。

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・
マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）とは

（出所）JPモルガン社のデータをもとに住信アセットマネジメント作成
※時価総額は米国ドル建てデータを当該日の三菱東京UFJ銀行の為替データをもとに住信アセットマネジメントが円換算しています。
※地域別構成比は端数処理の関係で合計値が100％とならない場合があります。
※「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド」とは、世界の新興国の債券
動向を測るためにJPモルガン社が開発した債券指数で、新興国の現地通貨建て債券で構成されている時価総額を加重平均し、
指数化したものです。同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン社に帰属します。
「円換算ベース」とは、米ドルベースのインデックスをもとに、住信アセットマネジメント株式会社が独自に円換算したものです。

構成国 15ヶ国

構成銘柄数 185銘柄

時価総額 約69兆円

※構成銘柄数は12月１日現在

インデックスの概要
（2010年11月30日現在） 地域別構成比 アジア

・マレーシア・タイ・インドネシア
・フィリピン

中南米
・ブラジル・コロンビア・ペルー
・メキシコ・チリ

欧州
・ロシア・ポーランド・ハンガリー

中東・アフリカ
・南アフリカ・エジプト・トルコ

アジア
30.1％

欧州
22.7％ 中南米

26.9％

中東・アフリカ
20.2％

特色3特色3特色3 年2回（5月、11月）の10日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に収益
の分配を行います。



3

STAM インデックスシリーズ

STAM 新興国債券インデックス・オープン

ファンドの特色 

分配方針

●分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益等の全額とします。
●原則として、年2回（5月、11月）の10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益の分配を行います。

収益分配のイメージ

￥ ￥

1月 2月 4月 5月 7月 8月 10月 11月3月 6月 9月 12月

※上記は、収益分配の考え方を示したイメージ図であり、将来の分配金の支払いについて示唆、保証するものではありません。
●分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。市況動向の影響を受けて変動
するため、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。

●分配対象額が少額の場合、分配を行わないことがあります。

! 主な投資制限
● 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、
上記のような運用ができない場合があります。

※上記は過去のデータをもとに作成したものであり、将来の運用成果を示唆したり、予想や保証するものではありません。また、本ファンドの運用
状況を表したものではありません。

通貨別組入比率

マレーシア・
リンギット
10.5％ インドネシア・

ルピア
10.4％

メキシコ・ペソ
10.4％

ハンガリー・フォリント
6.8％

その他
12.3％

タイ・バーツ
10.2％南アフリカ・

ランド
10.0％

ブラジル・レアル
9.8％

トルコ・リラ
9.8％

ポーランド・
ズロチ
9.9％

※組入比率は債券資産額に対する比率
（円換算ベース）です。端数処理の関係で
合計値が100％とならない場合があります。

［2010年11月30日現在］

基準価額および純資産総額の推移（設定来）
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期間：２００8年12月11日～2010年11月30日

純資産総額（右軸）
基準価額（左軸）
ベンチマーク（左軸）

※純資産総額以外は2008年12月11日を10,000として指数化しています。
※ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・
マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。

マザーファンドの運用状況

+i ご参考情報
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投資リスク

基準価額の変動要因

●ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が
保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。

●ファンドの運用による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。

債 券 価 格
変 動 リ ス ク

債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）局面では値上がり（値下がり）します。
また、発行者の財務状況の変化等およびそれらに関する外部評価の変化や
国内外の経済情勢等により変動し、基準価額の変動要因となります。

為替変動リスク 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。
投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。

カントリーリスク
新興国で発行される有価証券等、または新興国現地通貨建資産の価格は、当該
国・地域の政治・経済、社会制度、対外関係等の変化により大きく変動する可能
性があり、基準価額の変動要因となります。

インデックスと
乖離するリスク

ファンドは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マー
ケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の値動きに連動すること
を目指しますが、ファンドへの入出金、組入比率、ファンドの銘柄ごとの組入比
率と指数の構成銘柄比率に差異が生ずること、売買コストや信託報酬等の影
響などから、前記インデックスと連動しないことがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

●ファンドは、ファミリーファンド方式で運用するため、マザーファンドに対し、同じマザーファンドに投資する
他のベビーファンドによる追加設定および一部解約等があり、マザーファンドにおいて有価証券の売買等
が発生した場合、基準価額に影響を与える場合があります。

●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあり
ません。

リスクの管理体制

委託会社におけるリスクマネジメント体制
●委託会社では、運用各部から独立した部署によって、ファンドの運用状況や運用ガイドライン、法令等の
遵守状況についてモニタリングを行っています（運用を再委託しているファンドも含みます。）。

●モニタリング結果は、原則月1回（必要に応じ随時）開催される運用リスクの管理に関する委員会に報告
され、委員会は適切な運用リスク管理に必要な措置を講じることとしています。
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STAM インデックスシリーズ

STAM 新興国債券インデックス・オープン

運用実績
当初設定日：2008年12月１５日
作成基準日：2010年11月30日

基準価額・純資産の推移
(円) （億円）

当初設定日 2009年7月 2010年1月 2010年7月
9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

0

5

10

15

20

25
基準価額（左目盛）
純資産総額（右目盛）

※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

基 準 価 額 12,755円

純資産総額 19億円

〈基準価額の騰落率〉
1 ヶ 月 -0.24％
3 ヶ 月 1.40％
6 ヶ 月 0.47％
1 年 7.11％
3 年 －
5 年 －
設 定 来 27.55％

※上記は作成基準日からの期間です。

分配の推移（1万口当たり、税引前）
設定来分配金合計額：０円
決算期 2009年11月 2010年５月 2010年11月 － －
分配金 0円 0円 0円 － －

※分配金額は株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、分配対象額が少額の場合、分配を行わないこ
とがあります。

主要な資産の状況
銘柄名 国／地域 種類 利率 償還期限 実質投資比率

COLOM 12% 10/22/15 コロンビア 国債証券 12.000％ 2015/10/22 3.2％
MGS 5.094% 04/30/14 マレーシア 国債証券 5.094％ 2014/04/30 3.0％
TURKGB 14% 09/26/12 トルコ 国債証券 14.000％ 2012/09/26 2.8％
BNTNF 10% 01/01/12 ブラジル 国債証券 10.000％ 2012/01/01 2.6％
THAIGB 5.4% 07/27/16 タイ 国債証券 5.400％ 2016/07/27 2.5％
SAGB 8% 12/21/18 南アフリカ 国債証券 8.000％ 2018/12/21 2.3％
BNTNF 10% 01/01/13 ブラジル 国債証券 10.000％ 2013/01/01 2.2％
IBRD 6.25% 12/11/13 国際機関 特殊債券 6.250％ 2013/12/11 2.1％
INDOGB 11.5% 09/15/19 インドネシア 国債証券 11.500％ 2019/09/15 2.0％
INDOGB 9.5% 07/15/23 インドネシア 国債証券 9.500％ 2023/07/15 2.0％

年間収益率の推移（暦年ベース）

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

（%）

2010年

2.06%

16.02%
21.26%19.24%

13.07%

3.85%4.06%

20.34%

0

-5

10

5

25

20

15

ベンチマーク ファンド

＊ ＊

※2008年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2010年は年初から作成基準日までの収益率です。
※2003年～2007年は、ファンドのベンチマークである「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円

換算ベース）」の年間収益率です。なお、同インデックスは2002年12月31日より公表されているため、2001年および2002年については表示しておりません。
※ベンチマークの年間収益率は国内の取引所の営業日に準じて算出しております。
※ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

最新の運用の内容等は、表紙に記載されている住信アセットマネジメントのホームページでご確認いただけます。

記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。
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手続･手数料等

お申込みメモ

購入単位 販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。）

購入代金 販売会社が指定する期日までにお申込みの販売会社にお支払いください。

換金単位 販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とします。

換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して６営業日目からお支払いします。

購入・換金
申込不可日

販売会社の営業日であっても、次のいずれかの場合には、購入および換金のお申込みが
できません。
①申込日当日がニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日と同日の場合
②申込日当日がニューヨークもしくはロンドンの取引所の休場日と同日の場合

申込締切時間 原則として、販売会社の営業日の午後３時までとします。

購入の申込期間 平成23年1月31日から平成24年1月30日までとします。
※上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することによって更新されます。

換金制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、
大口の換金には受付時間および金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお
問い合わせください。

購入・換金申込受付の
中止及び取消し

取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による
市場閉鎖その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、
およびすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。

信託期間 原則として、無期限です。（平成20年12月15日設定）

繰上償還

次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に投資者の意向を確認し、受託会社と合意の
うえ、投資信託契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。
・受益権の口数が５億口を下回ることとなった場合
・ファンドを償還することが投資者のために有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合

決算日 原則として、5月、11月の10日（休業日の場合は翌営業日）とします。

収益分配
年2回の決算時に収益の分配を行います。
ファンドには分配金（税引後）を受領する「一般コース」と、分配金（税引後）を自動的に無手数料で
再投資する「自動けいぞく投資コース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名に
ついては、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

信託金の限度額 1,000億円

公告 日本経済新聞に掲載します。

運用報告書 毎年5月、11月の決算時および償還時に運用報告書を作成し、ファンドに係る知れている
投資者に対して交付します。

課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。なお、配当控除および益金不算入制度の適用
はありません。
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ファンドの費用･税金
〈ファンドの費用〉
投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15％（税抜3.00％）を上限として販売
会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を、換金時に
ご負担いただきます。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬） 純資産総額に対して年率0.6300％（税抜0.60％）
信託期間を通じて毎日計算し、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。

運用管理費用の配分
委託会社 年率0.2625％（税抜0.25％）
販売会社 年率0.3255％（税抜0.31％）
受託会社 年率0.0420％（税抜0.04％）

その他の費用・手数料
監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務にかかる諸費用等についてもファンドが負
担しますが、これらの費用は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。

※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

〈税金〉

●税金は表に記載の時期に適用されます。

●以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期 項目 税金

分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税
普通分配金に対して10%

換金（解約）時及び償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税
換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して10%

※上記は、平成22年11月30日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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